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１．日本原基地とは？  

陸上自衛隊の日本原演習場と日本原駐屯地

を総称して日本原基地といいます。 

日本原演習場（１,９６６㌶）は、陸上自衛隊

１４ヵ所の中規模演習場うち６番目の広さで、

その９０％は奈義町にあって町面積の約１／

４を占め、残りが津山市に属します。ここで

は陸上自衛隊中部方面隊管内（愛知県以西２

府１９県）の部隊が対戦車訓練、爆破訓練、

銃撃訓練、夜間演習、ヘリコプター訓練など

激しい訓練・演習を年間３００日近く行って

おり、その内実弾演習は２０１０年度で年間

１７８日に及んでいて、海上自衛隊や海上保

安庁も訓練に使っています。 

また、演習場外での徒歩訓練は２０１０年

度で昼夜を問わず９回行われて１,０６３名

が参加しており、その内の約６割が小銃を携

行して行われています。 

隣接する日本原駐屯地は１９６４年に開設さ

れました。現在、第１３旅団の第１３特科隊、

第１３戦車中隊、第１３高射特科中隊、第１

４旅団の第１４戦車中隊など、約７百数十名

が駐屯し、７４式戦車、１５５㎜りゅう弾砲

（ＦＨ７０）、８１式短距離地対空誘導弾（短

ＳＡＭ）、９３式近距離地対空誘導弾（近ＳＡ

Ｍ）、高機動車などの近代兵器が配備されてい

ます。 

この日本原からも３名の隊員がイラクのサマ

ワ宿営地に派遣されています。また、東日本

大震災の陸災隊にも第１３特科隊や第１３戦

車中隊が福島県新地町に派遣されています。 

２．日米共用施設の日本原基地 

日本原基地は、２００６年２月から米軍と

の共同使用施設となり、日米がともに戦う場

合に備えて自衛隊と米軍の一体化をめざす訓

練・演習が行われる場所となりました。 

それは２００５年１０月の日米安保協議委員

会の合意（「日米同盟：未来のための変革と再

編」）に基づく措置でした。 

この日米合意は、日米安保条約を侵略的な「地

球規模の日米同盟」に変質させ、「米軍再編」

の名で米軍基地の強化や米軍と自衛隊の一体

化を推進することを打ち出したものです。そ

の中で日米共同訓練と基地の共同使用を増や

すことを強調し、次のように述べています。 

「（日米）双方は、相互運用性の向上、能力の

向上、即応性の向上、地元の間での訓練の影

響のより公平な分散及び共同の活動の実効性

の増大のため、共同訓練及び演習の機会を拡

大する。これらの措置には、日本における自

陸上自衛隊日本原基地の動向 
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衛隊及び米軍の訓練施設・区域の相互使用を

増大することが含まれる。」 

この日米合意から３ヵ月後の２００６年２月

３日、日米合同委員会で、合衆国軍隊が一定

の期間を限って日本の施設を使用できること

を定めた日米地位協定２条４項（ｂ）を日本

原演習場に適用し、その約７４％を米軍に提

供することが決定されました。 

これにともなって政府は、「日米地位協定の実

施にともなう国有財産管理法（略称）」に定め

る手続き（関係自治体の意見聴取等）を省略

して日本原基地を米軍に使用させることを承

認し、奈義町と津山市には結論だけを一方的

に通知して了解を強要しました。 

こうして日本原演習場と駐屯地は、全国１３

４ヵ所（２００９年３月末現在）の米軍基地

の一つとして、年間６週間を限度に米軍が使

用することになりました。 

 

３．すでに３回の日米共同訓練 

この日米合同委員会の決定からわずか２週

間後の２月２０日、アメリカの海兵隊１個小

隊約３０名が史上初めて日本原に来て陸上自

衛隊の第８普通科連隊（米子）と共同訓練を

行いました。 

 訓練期間は５日間でしたが、市街戦訓練、

ＮＢＣ（核・生物・化学）対処訓練などを通

して、日米それぞれの戦術、技法、手順を習

得し、最後の総合訓練では戦場を想定した日

米相互支援作戦が展開されるなど、自衛隊は

イラク帰りの海兵隊員からみっちりと実戦即

応の特訓を受けています。 

２００７年１月に防衛省が発足し、同時に海

外派兵が自衛隊の本来任務となりました。こ

のような情勢のもとで１１月、日本列島全域

の海空域を舞台に、すべての在日米軍と全自

衛隊が参加する過去最大規模の日米共同統合

演習が行われました。この演習で、日本原基

地がただ１ヵ所だけの「陸上作戦」を行う「戦

場」となり、沖縄の米第３１海兵遠征隊の歩

兵約１５０人と、四国の第１５普通科連隊約

３５０人が１１月１１日から２３日まで大規

模な共同訓練と演習を行いました。第３１海

兵遠征隊はイラクのファルージャ総攻撃の中

核部隊であり、数千人の市民を虐殺した手法

が、実戦に基づく戦技として自衛隊員に教え

込まれたことは、容易に想像できます。 

このとき演習場の日米共同使用区域がさらに

拡大され、９６％が共同訓練に使用できるよ

うになりました。 

引き続いて３度目となる日米共同訓練が、２

００９年２月２１日から３月７日まで日本原

演習場で行われ、自衛隊の第１４普通科連隊

（金沢）１個中隊約３００名と、米海兵隊第

三海兵師団戦闘強襲大隊の約１２０人が参加

しました。この海兵隊は、いま普天間飛行場

の移転先にあげられている沖縄県名護市辺野

古崎にかけて広がる米軍基地キャンプシュワ

ーブに駐屯する部隊です。 

海兵隊の機関紙（web-site 版）によると、

この訓練でもイラクやアフガニスタンで戦闘

経験を積んだ海兵隊員が参加しており、実施

された訓練は海兵隊が実際におこなった激し

い戦闘を想定したものでした。 

訓練の最終日には編成された日米合同部隊が、

場内８ヵ所の仮想敵を攻撃する戦闘訓練を行

いました。訓練とはいえ日米軍事一体化はこ

こまですすんでいます。 

 

４．すすむ演習場の整備と体験入隊 

米軍との共用基地となった日本原演習場で

は、中部方面隊の各部隊を動員した大規模な

訓練の様子 
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年 月 日 催事名 場所 入場券等 備考

3
哲多すず
らん祭り

哲多町   

3
防府航空

祭
防府北基地   

里庄総合

文化センター

海上自衛隊

東京音楽隊

陸上自衛隊

中央音楽隊

イズミ

ゆめタウン

新倉敷駅前通

南公園

28
夏祭りinみ
つ２０１２

御津文化セン

ター
  

28
三軒屋ち
びっ子ヤ
ング大会

三軒屋駐屯地 申込順  

高梁川

清音河川敷

吉井川

河岸緑地公園

8
三軒屋駐
屯地納涼

祭

三軒屋駐屯地  駐屯地開放

中旬
日本原駐
屯地花火
大会

日本原駐屯地  駐屯地開放

20～24
大学生等
サマーツ
アー

江田島・呉・防

府
  

下旬
総合火力
演習

東富士演習場 要  

16
岩国航空
基地祭

岩国基地   

30
三軒屋駐
屯地記念
行事

三軒屋駐屯地  
記念式典、訓練

展示

8

4～5
津山納涼
ごんごまつ

り

  

9

 

下旬
玉島まつ

り
  

28
清音清流
祭り

  

キャンパ
スコン
サート

くらしき作陽大

学 要

7

22
高梁ゆめ
タウン

 

ハートフル
コンサート
in里庄

要 呉音楽隊

17
キャンパ
スコン
サート

くらしき作陽大

学
要

2012

6
10

19

整備が行われるようになり、２００８年４月

には１,０４０人の隊員と、工事車両など３６

３両を投入して、場内道路の新設などの工事

が行われ、続いて２００９年４月には４,５０

０人の隊員が中部方面隊総監の訓辞のもとに

場内立木の下枝切りなどの整備を行いました。 

また、２０１１年にも約５,０００人を動員し

た大規模な演習場整備を行っています。 

演習場内には都市型訓練簡易施設が作られ、

新しい射場や訓練サイトがあちこちに目立つ

ようになりました。演習場と民有地の境界に

設けられた簡単なゲートもアルミ製の頑丈な

開閉式に変わり、一部には監視カメラも据え

付けられています。場内の標識をすべて日英

両文併記にするなど、米軍の使用を前提にし

た訓練環境づくりがすすんでいます。 

２００９年の日米共同訓練の際には自衛隊

員の実家でのホームステイや美作市の福祉施

設への親善訪問が行われています。 

 自衛隊基地は、早くから自衛隊認知のため

の「広報活動の拠点」としての機能を備えて

きました。日本原基地でも毎年の展示訓練や

部隊見学を行うほか、地域の祭りなどのイベ

ントに戦車や機関銃などの武器展示を持ち込

んでいます。 

また企業などの委託を受けて、体験入隊によ

る新入社員等の教育を毎年行っています。「広

報にほんばら」（日本原業務隊発行）によると、

２００７年は９社４２３名に続き奈義町役場

の３０歳未満の職員１０名が体験入隊を経験

しています。２００８年も９社４５４名が２

泊３日の日程で「自衛隊の厳正な規律訓練」

や行進訓練を受けました。 

 

５．県民運動と県政の課題 

 日本原は日米共用の軍事基地とされました

が、今後米軍や国のいいなりになって海外侵

略のための訓練基地として自由勝手に使用さ

せることを許すかどうかが問われています。 

憲法を暮らしに生かす地方自治にとって、避

けることのできない最重要課題です。 

その際、憲法違反の自衛隊の歴史と現状、及

び大きく変質している日米軍事同盟の現実を

正確に知る取り組みとともに、憲法を守り抜

く市民運動をあらゆる分野で起こすことが決

定的な鍵となることはいうまでもありません。 

 

以 上 

米軍機の低空飛行で、津山市民家に被害 


